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亘
理
・
山
元
区
域
の
農
地
海
岸
内
の
災
害
復
旧
工
事
に
つ
い
て
、

国
が
代
行
で
行
う
こ
と
に
決
定 

山
形
県
か
ら
宮
城
県
に
災
害
復
旧
支
援
の
た
め
の
農
業
土
木
技

術
職
員
（
４
人
体
制
）
が
派
遣
さ
れ
る
（
20
日
か
ら
８
人
体
制)

 

農
地
の
災
害
廃
棄
物
処
理
に
着
手
（
仙
台
管
内
６
件
） 

そ
の
後
、
沿
岸
13
市
町
に
お
い
て
、
宮
城
県
及
び
被
災
市
町
が

随
時
処
理
に
着
手 

※

沿
岸
13
市
町
，
仙
台
市 

、
名
取
市
、
多
賀
城
市
、
岩
沼
市
、

亘
理
町
、
山
元
町
、
松
島
町
、
七
ヶ
浜
町
、
利
府
町
、
石
巻
市
、

東
松
島
市
、
気
仙
沼
市
、
南
三
陸
町 

 

亘
理
・
山
元
区
域
の
農
地
海
岸
の
災
害
復
旧
対
応
を
国
に
要
請

す
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
に
要
望
書
を
提
出 

東
日
本
大
震
災
に
係
る
災
害
査
定
開
始 

「
東
日
本
大
震
災
」
農
林
水
産
部
復
興
推
進
本
部
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
チ
ー
ム
会
議
の
下
に
、
県
庁
内
の
関
係
各
課
で
構
成
す
る
農

地
復
旧
支
援
チ
ー
ム
設
立 

 

平
成
23
年
度
作
付
け
に
向
け
、
津
波
被
害
を
受
け
た
農
地
の
う

ち
、
比
較
的
被
災
が
少
な
い
農
地
の
除
塩
作
業
を
順
次
開
始 

農
業
用
の
幹
線
排
水
路
の
災
害
廃
棄
物
処
理
に
着
手 

（
仙
台
管
内 

５
件 

東
部
管
内 

４
件
） 

※

そ
の
後
、
順
次
着
手
し
、
計
17
件
の
工
事
に
着
手 

亘
理
・
山
元
地
区
農
地
海
岸
の
１
次
復
旧
開
始 

（
Ｔ
Ｐ
２
＋
０
ｍ
ま
で
嵩
上
げ 

宮
城
県
施
工
） 

※

Ｔ
Ｐ
，
東
京
湾
の
平
均
海
面
を
基
準
と
し
た
高
さ 

ポ
ン
プ
メ
ー
カ
ー
10
社
に
協
力
を
依
頼
し
、
農
業
用
排
水
機
場

の
診
断
と
復
旧
状
況
の
調
査
を
開
始
（
津
波
で
69
機
場
被
災
） 

農
地
の
ガ
レ
キ
撤
去
工
事
15
件(
Ａ
，
５
＊
５
８
５
ヘ
ク
タ
ー

ル)

を
宮
城
県
が
発
注 

 

津
波
被
害
を
含
む
農
地
・
農
業
用
施
設
等
の
被
害
額
を
公
表 

農
地
・
農
業
用
施
設
等
被
害
３
７
９
＊
２
８
３
＊
０
５
０
千
円 

 
 
 

（
う
ち
津
波
被
害 

３
７
５
＊
２
３
０
＊
０
０
０
千
円) 

ま
た
、
被
害
報
告
（
第
１
報
）
を
東
北
農
政
局
及
び
財
務
省
東

北
財
務
局
に
報
告
（
被
害
箇
所 

１
１
９
５
か
所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

３
７
９
＊
２
８
３
＊
０
５
５
千
円) 

※

そ
の
後
随
時
更
新 

宮
城
県
で
「
災
害
復
旧
体
制
」
及
び
「
被
災
市
町
村
を
支
援
し

て
被
害
調
査
す
る
際
の
役
割
分
担
」
を
決
定
し
、
各
地
方
振
興

事
務
所
に
通
知 

東
北
農
政
局
に
よ
り
、
農
地
排
水
の
た
め
の
応
急
ポ
ン
プ
貸

出
・
設
置
開
始
（
先
行
し
て
名
取
地
区
、
そ
の
後
、
亘
理
・
山

元
地
区
他
７
地
区
に
も
貸
出
・
設
置
） 

宮
城
県
の
各
地
方
振
興
事
務
所
（
農
業
農
村
整
備
部
）
で
、
農

地
・
農
業
用
施
設
の
被
害
調
査
を
開
始 

14
時
46
分
頃
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
発
生 

 

農地の被災（石巻市） 農業用幹線排水路の被災（亘理町） 被災した排水機場への応急ポンプ設置（東松島市） 被災した排水機場の応急復旧（東松島市） 災害廃棄物の処理（名取市） 

東日本大震災からの復興のあゆみ① 
宮城県 




